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第 1 章 経営戦略策定の基本的事項 

1-1．「経営戦略」策定の趣旨 

富士河口湖町の下水道事業は、昭和 53 年度に旧河口湖町、昭和 58 年度に旧足和

田村と旧勝山村、平成 7 年に旧上九一色村が建設に着手し、公共用水域の水質保全と

生活環境の改善をめざして、下水道整備に取り組んできたところです。 

その一方で、工事着手から約 40 年が経過しており、施設の劣化や老朽化が進行し、

施設の改築・更新が必要になってきている状況です。これは、「建設の時代」から「維

持管理の時代」に移行したことを示しており、今後は改築・更新・維持管理の増加が

想定されます。そのため、より一層の「下水道事業の経営基盤の強化と重点的・効率

的事業の実施」が求められています。 

このような背景を受け、経営戦略の策定に取り組み、計画的かつ合理的な経営を行

うことにより、収支の改善等を通じた経営基盤の強化等に努めていく必要があります。 

こうしたことから、総務省が取りまとめた「経営戦略策定ガイドライン」に基づき

「富士河口湖町下水道事業経営戦略」を策定します。 

なお、本経営戦略で示している「下水道事業」とは、富士河口湖町に既存する公共

下水道事業及び精進特定環境保全公共下水道事業の２事業をあわせたものをいいます。 

1-2．策定の基本的な考え方 

経営戦略とは、「投資試算」及び「財源試算」の将来予測方法、経営健全化及び財源

確保の具体的方策並びに事業の特性を踏まえた策定上の留意点等を示すことにより、

実効性のある経営戦略を策定し、一層の経営基盤の強化を図ることを目的としたもの

をいいます。 

1-３．経営戦略の位置づけ 

総務省から「公営企業の経営戦略の策定等に関する研究会報告書」（平成 26 年 3

月）、「公営企業の経営に当たっての留意事項について」（平成 26 年 8 月）、「公営企

業の経営戦略の策定支援と活用等に関する研究会報告書」（平成 27 年 3 月）が公表

され、施設の老朽化や人口減少に対応し、より計画的・効率的な経営を行うための「経

営戦略」を策定することが求められています。 

また、今回の計画策定に当たっては、「富士河口湖町循環型社会形成推進地域計画」

（平成 26 年 3 月）、「富士河口湖町汚水処理施設整備構想」（平成 28 年 3 月）、山梨

県が策定しました「山梨県生活排水処理施設整備構想２０１７」（平成 29 年 3 月）

等と整合を図っています。 
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1-４．計画の期間 

経営戦略で求められている計画期間は 10 年以上を基本としていることから、令和

4 年度から令和 13 年度までとします。 

1-5．策定フロー 

経営戦略の策定フローを図１.１に示します。 

図 1.1 経営戦略策定フロー 

ＳＴＡＲＴ 

ＥＮＤ 

２．現状の把握・分析 

■整備・維持管理の状況 

■経営・財政の状況 

■課題整理 

3．今後の見通し（投資・財政） 

■需要の見通し 

■投資・財源の予測 

■課題抽出

4．投資・財政計画の検討 

■経営目標・基本方針の設定 

■投資・財政計画（収支計画） 

６．経営戦略の策定 

（国提出様式の作成） 

１．基本事項の整理 

５．効率化・経営健全化への取り組み 

■各種取り組み内容の検討 
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第２章 下水道事業の現状と課題 

２-1．富士河口湖町下水道事業の概要 

富士河口湖の旧 4 町村は、昭和 53 年度に旧河口湖町が、昭和 58 年度に旧足和田

村と旧勝山村、平成 7 年に旧上九一色村が下水道事業に着手しています。 

平成 15 年 11 月に河口湖町、足和田村、勝山村の 3町村が合併し富士河口湖町と

なり、平成 18 年 3 月上九一色村の南部（大字精進・本栖・富士ヶ嶺）を編入し、現

在の富士河口湖町となりました。相模川上流の桂川流域へ接続する富士北麓流域関連

の「富士河口湖公共下水道」として下水道事業を進めています。 

富士北麓流域下水道は山梨県の南東部に位置し、桂川の水質汚濁の防止を図るため

計画され、富士吉田市、忍野村、山中湖村、富士河口湖町の 4 町村を対象としていま

す。本町の主要な施設は表２.1 のとおりです。また、事業認可の下水道計画一般図及

び構想図により、下水道区域の範囲を示します（図２.1～２.3）。 

表 2.1 富士河口湖町下水道の主要な施設 

公共下水道 

（流域関連） 

精進特定環境保全 

公共下水道 

（単独） 

合計 

管路整備延長 約 171km 約 7km 約 178km 

マンホールポンプ場 13 箇所 6 箇所 19 箇所 

ポンプ場 ― － 0 箇所 

処理場 － 1 箇所 1 箇所 

※上記の他、汚水処理施設として本栖コミュニティ・プラントがありますが、本経営戦略対象外の

ため除外しています。 
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図 2.1 富士河口湖町公共下水道 計画一般図（汚水）＜河口湖・西湖＞ 
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図 2.2 富士河口湖町公共下水道 計画一般図（汚水）＜精進湖＞ 
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図 2.3 富士河口湖町公共下水道 構想図（汚水）＜河口湖・西湖＞ 
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２-２．富士河口湖町下水道事業の沿革 

富士河口湖町下水道事業の沿革を表 2.2 に示します。 

表 2.2 富士河口湖町下水道事業の沿革 

時 期 内 容 

昭和 52 年 2 月 下水道事業計画策定 

昭和 53 年度 旧河口湖町が工事に着手 

昭和 58 年度 旧足和田村が工事に着手 

昭和 58 年度 旧勝山村が工事に着手 

昭和 61 年 7 月 一部供用開始 

平成 7 年度 旧上九一色村が工事に着手 

平成 15 年 11 月 
旧河口湖町・旧足和田町・旧勝山村の合

併により富士河口湖町が誕生 

平成 18 年 3 月 旧上九一色村が合併 
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２-３．下水道事業の現状 

（１） 公共下水道と特定環境保全公共下水道 

公共下水道は、主として市街地における下水を排除、又は処理するために地方公

共団体が管理する下水道で、終末処理場を有するもの又は流域下水道に接続するも

のです。本町の公共下水道事業（以下「公共」といいます。）は終末処理場を有する

富士北麓流域下水道に接続する流域関連公共下水道事業です。 

特定環境保全公共下水道は、公共下水道のうち、主として市街化区域以外で設置

される下水道です。自然公園区域内の水質保全及び農山漁村の生活環境改善を図る

ための下水道で処理対象人口が 10,000 人以下の小規模事業です。本町では精進地

区特定環境保全公共下水道事業（以下「精進特環」といいます。）が該当します。 

（２） 下水道の普及状況 

本町の下水道事業は昭和 53 年度の事業着手以来、普及促進に努め令和 3 年 3 月

31 日現在、下水道処理人口普及率は 77.5％（下水道利用人口／総人口）という状

況であり、全国平均では 79.7％で、山梨県平均は、66.6％となっています。 

下水道へ未接続となっている世帯があり、特に単独浄化槽により汚水処理を行っ

ている場合については、生活雑排水が未処理のまま公共用水域へ流出している現状

があります。これらの世帯については、町民の生活環境の改善や公共用水域のさら

なる水質改善の観点から、未接続世帯に対して継続的な接続促進に向けた啓発に努

めているところです。 

出典：決算統計書        

図 2.4 下水道処理人口普及率の推移 
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（３） 老朽化の状況 

本町の下水道事業の施設は、古い管路では、布設後約 40 年を経過しているもの

があります。普及促進により多くの管路は短期間に集中して整備を行ったこともあ

り、標準的な耐用年数 50 年を迎える施設が今後増え、年を経るにつれて劣化が進

み、施設を維持管理する費用の増大が見込まれます。 

そのようななか、良質な下水道サービスを持続的に提供するためには、下水道ス

トックを適正に管理し、状態を客観的に把握・評価を行うストックマネジメント手

法を導入し、維持管理、改築・修繕を一体的に捉え下水道施設を計画的・効率的に

維持管理する必要性があります。 

（４） 組織・職員の状況 

本町の下水道事業の組織は、水道課下水道係において執務を行っており、下水道

事業専従職員として現在 4 名が在籍しています。 

図 2.5 下水道事業の組織体制 

水道課長 

上水道業務係 

上水道施設係 

下水道係 4 名 

富士河口湖町役場水道課（体制図）
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（５） 経営の状況 

ア 地方債の残高 

公共の地方債残高は、新規借入額を抑制することにより近年では減少傾向に

あります。 

出典：決算統計書    

図 2.６ （公共）地方債残高（千円） 

精進特環の地方債残高は新規借入を行っていないため、公共下水道と同様に

減少傾向にあります。 

出典：決算統計書    

図 2.７ （精進特環）地方債残高（千円）
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イ 経費回収率 

「経費回収率」とは、下水道使用料で回収すべき経費を、どの程度下水道使用

料で賄えているかを表した指標であり、使用料水準等を評価することが可能です。

公共の「経費回収率」は令和元年度時点で 66.38％です。本来使用料に求めるべ

き経費（公費負担分を除いた額）のうち、7 割弱しか回収できていない状況であ

り、残りの 3 割強は基準外繰入金に依存していることを表しています。類似団体

と比較しても大きく下回っている状況であるため、経費を見直すとともに下水道

使用料改定を検討する必要があります。 

出典：総務省「R1 経営比較分析表」     

図 2.８ （公共）経費回収率（％） 

精進特環の「経費回収率」は令和元年度時点で 67.91％です。平成 30 年度

から令和元年度に大きく減少した要因としては、浄化センターの更新工事があっ

たためです。そのため、依然として低い水準にあり、公共と同様使用料改定によ

る財政基盤の強化が求められます。 

出典：総務省「R1 経営比較分析表」     

図 2.９ （精進特環）経費回収率（％） 
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参考として、令和元年度の富士河口湖町及び山梨県内市町村、全国平均の経費

回収率を図 2.10 及び図 2.11 に示します。本町は、山梨県内平均と概ね同程度

となっていますが全国平均と比べると低い水準となっています。 

  出典：総務省「R1 企業年鑑」   

図 2.10 （公共）経費回収率の比較（％） 

出典：総務省「R1 企業年鑑」   

図 2.11 （精進特環）経費回収率の比較（％） 
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ウ 汚水処理原価 

「汚水処理原価」とは、有収水量１ｍ3 あたりの汚水処理に要した費用（維持

管理費及び地方債元利償還費）を表した指標であり、汚水処理に係るコスト体質

を表します。公共の「汚水処理原価」は令和元年度時点で 150.74 円です。終末

処理場を持たない流域関連公共下水道であることから、著しい高コスト体質では

ありませんが、将来的には流域下水道の維持管理負担金の値上げが見込まれるこ

と、当面の間は地方債元利償還費の低減が困難である点を考慮し、当該数値改善

のためにはさらなる維持管理費縮減努力が必要であると考えます。 

出典：総務省「R1 経営比較分析表」     

図 2.12 （公共）汚水処理原価（円） 

精進特環の「汚水処理原価」は令和元年度時点で 310.99 円です。小規模な事

業のため、年度毎に大きく変動している状況です。今後は地方債元利償還費の減

少により改善が見込まれますが、公共と異なり、処理場を有することにより高コ

スト体質であるといえます。 

出典：総務省「R1 経営比較分析表」     

図 2.13 （精進特環）汚水処理原価（円） 
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（６） 下水道使用料の状況 

本町の下水道使用料の状況は表 2.3 のとおりです。また、山梨県内の下水道使

用料（円/20m³）については図 2.14 及び図 2.15 のとおりとなっています。公

共については山梨県平均よりも低い水準となっており、精進特環については山梨

県平均を大きく上回っている状況です。 

表 2.3 下水道使用料料金表（税抜） 

区 域 汚水の

種類 

汚 水 量 料 金 

公共 一般用 ～20ｍ3 2 箇月につき(基本料金) 1,500 円 

21～100ｍ3 1㎥ につき８５円 

101～200ｍ3 1㎥ につき９５円 

201～1,000ｍ3 1㎥ につき１００円 

1,001ｍ3 ～ 1㎥ につき１１０円 

臨時用 1ｍ3 につき 2２0 円 

精進特環 一般家

庭用 

～60ｍ3 2 箇月につき(基本料金) ７,０00 円 

６１ｍ3 ～ 1㎥ につき８０円 

営業店

舗用・

事業所

用 

～140ｍ3 の契約者 2箇月につき(基本料金) １３,０00 円 

141ｍ3 ～ 1㎥ につき８０円 

～２40ｍ3の契約者 2箇月につき(基本料金) ２０,０00 円 

２41ｍ3～ 1㎥ につき８０円 

～６６0ｍ3の契約

者 

2 箇月につき(基本料金) ４８,０00 円 

６６1ｍ3 ～ 1㎥ につき８０円 

出典：富士河口湖町 下水道使用料金一覧表   
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出典：総務省「R1 地方公営企業年鑑」   

図 2.14 （公共）下水道使用料の比較（円） 

出典：総務省「R1 地方公営企業年鑑」   

図 2.15 （精進特環）下水道使用料の比較（円） 
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（７） 受益者負担金の状況 

受益者負担金とは、公共下水道が整備されることによりその利益を受ける地域の

土地所有者等に、受益者として下水道建設事業費の一部を負担していただき、下水

道整備の進捗を図る制度となります。 

本町では、下水道事業の当初から受益者負担金を頂いていない状況となっていま

す。令和元年度の富士河口湖町及び山梨県内市町村の受益者負担金（円/m³）を図

2.16 及び図 2.17 に示します。山梨県内で受益者負担金を頂いていないのは、富

士北麓流域下水道及び桂川流域下水道に関連している市町村となっています。 

出典：総務省「R1 地方公営企業年鑑」   

       図 2.16 （公共）受益者負担金単価の比較（円/m³） 

出典：総務省「R1 地方公営企業年鑑」   

       図 2.17 （精進特環）受益者負担金単価の比較（円/m³） 
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第３章 経営の基本方針 

富士河口湖町では、町の特性や住民ニーズの動向、時代潮流等を総合的に勘案し、町が

目指す将来像を示した、第 2 次富士河口湖町総合計画（計画期間：平成 30 年度から平成

39 年度）を策定しました。そのため、富士河口湖町経営戦略においても第 2 次富士河口

湖町総合計画の基本方針を踏襲し設定します。 

３-1．公共下水道の整備 

衛生的な生活環境への改善や水質汚濁などを防止するため、下水道の整備を進めま

す。また、ストックマネジメント（汚水管渠長寿命化計画）策定を検討するとともに、

マンホールポンプ改修工事を検討します。 

３-2．水洗化の普及・促進 

補助金・資金融資斡旋制度等の啓発と利用を積極的に推進し、あわせて指定工事事

業者の指導育成を図り、水洗化の普及・促進に努めます。 

３-3．経営の統合 

料金統一に向け、上下水道事業の統合に努めていくとともに、健全経営を図ります。 

３-4．財政運営 

地方公営企業法の適用により企業会計へ移行し、財務諸表等を活用して財政状況の

適切な把握に努めるとともに、下水道使用料の見直しにより経営基盤の強化を図りま

す。 
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第４章 効率化・経営健全化の取組み 

４-1．経営基盤の強化 

（１） 地方公営企業法の適用 

下水道事業（人口 3 万人未満の公共・特環、（人口規模にかかわらず）農集・浄

化槽）及び簡易水道事業（人口 3 万人未満）について、令和元年度から令和 5 年

度までの 5 年間（拡大集中取組期間）で公営企業会計への移行を要請されていま

す。 

図 4.1 官庁会計と地方公営企業会計の違い 

これは、地方公営企業の抜本改革として平成 27 年 1 月に総務大臣から「公営

企業会計の適用について」要請があったもので、毎年度の経営成績や財務状況を

損益計算書や貸借対照表といった財務諸表に表すものです。 

生活に欠かせない公共サービスを将来にわたって継続していくために、財政状

況の「見える化」を図り、財政マネジメント向上と経営基盤の強化を目指します。 

表 4.1 地方公営企業会計の特徴と導入メリット 

特 徴 メリット 

民間企業と同様の精

度の高い財務諸表を

作成 

経営、資産等を正確に把握することが可能 

☞経営基盤の強化、財政マネジメントの向上が可能 

☞経営に要する経費の的確な原価計算により、さらに

適切な料金算定が可能 

☞経営の透明性が向上し、他団体との比較可能性も確

保され、議会・住民のガバナンスが向上

弾力的・機動的な経

営が可能 

予算を超える弾力的な支出、効率的・機動的な資産管

理等が可能となり、経営の自由度が向上 

☞住民ニーズへの迅速な対応が可能となり、経営の効

率化、住民サービス向上につながる 
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（２） 組織の活性化と人材の育成 

複雑多様化かつ高度化する行政需要（町民の役場・職員に対して高まる要望や

期待）に的確に応えていくためには、職員一人ひとりの能力を伸ばしていくこと

が不可欠です。将来の富士河口湖町下水道事業を担う人材を育成するため、本町

の人材育成基本方針及び研修計画に基づき、職員研修を実施し、職員一人ひとり

の能力の向上や意識改革に取り組みます。 

（３） 効率的な組織の整備 

企業会計へ移行し、水道事業と同じ会計方式になることに伴い、水道課内での

事務の一部を統合する等、合理的かつ効率的な組織運営を行います。 

（４） 下水道使用料の見直し 

下水道事業の経営に要する経費は、サービス（汚水処理）に対し、受益者が支

払う対価（下水道使用料）によって賄うのが原則です。 

下水道事業を独立採算制によって運営するためには、経営に必要なコストを適

正に原価に反映させて、これを踏まえた料金設定を行い、それを遺漏なく徴収す

ることによって達成されます。 

しかしながら、現状は汚水処理に必要なコストを使用料収入では賄えておらず、

不足分は公費（一般会計からの補助金）に頼っている状況です。これは、下水道

サービスを享受していない町民にも負担をお願いしていることを意味し、公平性

の観点からも問題があります。 

このことから、将来にわたり安定したサービスの供給を続けていくために、今

後 10 年間の中で段階的な下水道使用料の見直しを計画します。 
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４-2．投資の合理化 

（１） 計画的な投資と長寿命化 

今後、施設の改築更新時期（耐用年数経過時）を迎え、その改築更新費として

多額の再投資額の発生が見込まれます。 

このため、目視点検に基づく状態監視の精度を高め、改築更新が必要な施設の

優先順位を定めることによって再投資額の平準化を図り、老朽化した管渠やポン

プ場の改築を計画的、効率的に進めて行く必要があります。 

また、施設の更新に当たっては、過剰投資、重複投資とならないよう内容の精

査を行い、適宜補修等による長寿命化を図るなど、投資の合理化に取り組みます。 

（２） 民間資金・ノウハウの活用の検討 

公共は、建設着手から約 40 年が経過していることから、今後老朽化が進むと

予想される汚水管渠の維持管理業務について検討の余地があります。現在策定を

予定している管路施設の「ストックマネジメント計画」において、調査診断結果

に基づき改築手法が示された中で、管路の包括的民間委託等についても検討して

いきます。 

精進特環は、現在処理場の運転管理を委託していますが、これに加え、下水道

使用料の徴収等窓口業務の委託を検討しています。 

（３） 広域化・共同化の検討 

公共は、山梨県が運営する「富士北麓流域下水道事業」の関連公共下水道とし

て事業を行っており、流域下水道で管理運営する終末処理場、ポンプ場及び幹線

管渠等の利用により、既に広域・共同化が図られています。 

精進特環は、地理的な制約により、広域化・共同化は困難と考えます。 

４-3．防災・安全対策 

（１） 危機管理体制の整備 

災害時などに迅速に対応できるよう高い危機管理能力を備えた職員の育成に努

めます。また、事故や災害発生時の外部委託業者との連絡・対応体制を整備しま

す。 

（２） 施設の耐震化 

今後マンホールの液状化対策等を施設維持管理計画に沿って実施します。また、

今後はストックマネジメント計画の策定を検討しており、策定後に改築更新とと

もに耐震化を進めます。なお、液状化の可能性がある地域に中継ポンプ場はあり

ません。 
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出典：山梨県ホームページ      

図 4.2 東海地震による液状化危険度マップ 

（３） 地震発生時の下水道施設被害想定 

東海地震におけるライフライン被害の想定は、下水道機能支障率 0.2％以下と

されており、緊急で整備が必要な状況ではありません。 

液状化の可能性がある地域 

富士北麓流域下水道 
河口湖第１中継ポンプ場

富士北麓流域下水道 
河口湖第２中継ポンプ場

富士北麓流域下水道 
足和田中継ポンプ場 
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（単位：千円）
R4 R5 R6 R7 R8
71,500 70,000 70,000 70,000 70,000
9,000 15,000 15,000 0 0
2,000 3,000 3,000 3,000 3,000
1,000 3,000 3,000 0 0

R9 R10 R11 R12 R13
70,000 70,000 70,000 70,000 70,000

0 0 0 0 0
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
0 0 0 0 0

工事請負費（単独）
工事請負費（補助）
委託料（単独）
委託料（補助）

項目
工事請負費（単独）
工事請負費（補助）
委託料（単独）
委託料（補助）

項目

第５章 設備投資の考え方 

今後の投資計画は、過年度の実績の管渠整備量を考慮して設定するとともに、これま

で処理区域内に多数設置されたマンホールポンプ場の「機械・電気設備」の改築・更新

費用等を見込み、投資の平準化を図れるような整備スケジュールとしました。なお、精

進特環については、整備事業は完了しており、既存施設も比較的新しいことから、今後

10 年間に計画する投資事業はありません。 

５-1．新規整備事業（管渠） 

本町では、アクションプランを策定し未普及対策に取り組んでおりますが、近年は

投資可能額に限りがあるためアクションプラン通りの新規整備が進んでいない状況で

す。そのため、本経営戦略では管渠の新設費用は過年度の管渠整備量を踏まえ、現実

的な整備量を採用します。 

表 5.1 今後 10 年間の管渠整備費用 

５-2．老朽化対策事業 

（１） 管渠の改築の考え方 

公共の管渠の改築は、昭和 52 年に整備した管渠が令和 9 年で 50 年を迎えるこ

ととなります。管渠の改築の必要性については、使用環境下の条件によって劣化度

合いは大きく異なり、通常、耐用年数の経過だけでの機械的な改築は行いません。 

そのため、今後、計画策定が予定されている「ストックマネジメント計画」にお

いて実施方針を示すものとし、本計画期間内においては、管渠の改築・更新は発生

しないものとしました。 

なお、管渠の改築はヒューム管を対象とするものとし、更生工法による内面補強

が一般的な改築（長寿命化）になります。 
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（２） マンホールポンプ場の改築の考え方 

マンホールポンプ場は、現在 13 箇所設置されており、既に改築が実施されたも

のを含み計画期間内に目標耐用年数（機･電 20 年）を経過する施設が 7 箇所あり

ます。マンホールポンプの機械・電気設備は、管渠と違い使用環境下は厳しい条件

にあることからも、目標耐用年数に達した施設より順次改築を実施するものとし、

R4 年度から 1 箇所/年ずつ更新する計画としました。 

表 5.2 マンホールポンプ場の更新スケジュール 

年次 R4 R5 R6 R7 R8 R9 ～ R13 計 

改築数 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 ～ 1 箇所 10 箇所

更新費 

（百万円）
8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 ～ 8.0 80.0 

（更新費用：8 百万円/箇所〔機電〕）

（３） マンホール蓋の改築 

マンホール蓋の耐用年数は、車道部で 15 年、その他の設置部で 30 年とされて

います。本計画においては、車道部での目標耐用年数を 20 年とし、毎年 20 箇所

の取替え（更新）を行うものとしました。 

マンホール蓋更新数：20 箇所/年 

表 5.3 マンホール蓋の更新スケジュール 

5,000 5,000

改築数
（箇所）

20 20 20 20 20

更新費
（千円）

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

更新費
（千円）

5,000 5,000 5,000

項目
令和9年度
（2027年）

令和10年度
（2028年）

令和11年度
（2029年）

令和12年度
（2030年）

令和13年度
（2031年）

改築数
（箇所）

20 20 20 20 20

項目
令和4年度
（2022年）

令和5年度
（2023年）

令和6年度
（2024年）

令和7年度
（2025年）

令和8年度
（2026年）
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（単位：千円）

0

法適用

総事業費 0 0 15,000 8,000

SM計画 10,000

経営戦略 4,000

総事業費 10,000 5,000 5,000 8,000 10,000

事業計画 4,000

令和13年度
（2031年）

項目
令和9年度
（2027年）

令和10年度
（2028年）

法適用 10,000 5,000

SM計画 10,000

経営戦略 4,000

項目
令和4年度
（2022年）

令和5年度
（2023年）

令和6年度
（2024年）

令和7年度
（2025年）

令和8年度
（2026年）

事業計画 4,000

5,000

下水道使用料改定 5,000

下水道使用料改定

令和11年度
（2029年）

令和12年度
（2030年）

5-3．その他 

（１） 各種計画等策定費用 

主な調査・設計費等については、「事業計画見直し」、「ストックマネジメント計画

（SM 計画）策定」、「下水道使用料改定」、「経営戦略見直し」および「企業会計移

行支援業務（法適用）」等を今後 10 年間で実施するものとしました。 

表 5.4 調査・設計のスケジュール 
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（単位：千円）

50,36050,360

項目
令和4年度
（2022年）

令和5年度
（2023年）

令和6年度
（2024年）

50,360

50,360

項目
令和9年度
（2027年）

令和10年度
（2028年）

令和11年度
（2029年）

令和12年度
（2030年）

令和13年度
（2031年）

流域下水道建設費負担金 50,360 50,360 50,360 50,360

流域下水道建設費負担金 50,360 50,360

令和7年度
（2025年）

令和8年度
（2026年）

（２） 流域下水道建設負担金 

山梨県の「富士北麓流域下水道」の建設負担金については、年度別に山梨県より

提示のあった費用を見込みます。ただし、令和５年度以降は提示がないため令和４

年度値を固定値とします。 

表 5.5 流域下水道建設負担金 

（３） 流域下水道維持管理負担金 

山梨県の「富士北麓流域下水道」の維持管理負担金については、年度別に山梨県

より提示のあった費用を見込みます。ただし、令和 7 年度以降は提示がないため令

和 6 年度値を固定値とします。 

表 5.6 流域下水道維持管理負担金 

（単位：千円）

令和8年度
（2026年）

項目
令和4年度
（2022年）

令和5年度
（2023年）

令和6年度
（2024年）

令和7年度
（2025年）

233,100

項目
令和9年度
（2027年）

令和10年度
（2028年）

令和11年度
（2029年）

令和12年度
（2030年）

令和13年度
（2031年）

流域下水道維持管理負担金 229,200 239,160 233,100 233,100

流域下水道維持管理負担金 233,100 233,100 233,100 233,100 233,100
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5-4．投資以外の経費の試算基準 

公共の投資を除く経費（経常経費）の試算基準及び経営改善に向けた取組みは次の

とおりです。 

表 5.7 （公共）投資以外の経費の試算基準及び経営改善に向けた取組み 

費 目 概 要 推計基準 経営改善の取組み 

職員給与費 
下水道事業職員の給

与・手当等人件費 

令和 2 年度

と同額 

今後老朽施設の改築・更新需要の増加に

伴い、体制強化のために技術職員を増加

することが考えられますが、企業会計へ

の移行とともに水道事業と庶務経理業務

を一元化することで効率化を図り、職員

給与費の増加の抑制を目指します。 

需用費 動力費、通信運搬費
令和 2 年度

と同額 

電気料金について、電力自由化に伴い、

安定供給、経済性、信頼性を見極め経費

の節減可能性について検討します。 

委託料 
各種役務（経営戦略

策定支援等）の提供

平成 23 年度

から平成 29

年度の平均値

を計上 

改正下水道法に伴う定期的な管路の維持

管理・点検実施の義務化に基づき、維持

管理費の増加も考えられます。今後は、

従前の調査・設計費用等も含め、適正な

発注仕様を精査し、プロポーザル方式や

総合評価方式などの調達方法等について

も検討していきます。 

使用料賃借料
業務システムリース

料等 

令和 2 年度

と同額 

より安価で業務効率改善に資する機器類

の導入を目指し、契約更新の時期に、適

正な発注仕様を精査し、プロポーザル方

式や総合評価方式などの調達方法等につ

いても検討していきます。 
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精進特環の投資を除く経費（経常経費）の試算基準及び経営改善に向けた取組

みは次のとおりです。 

表 5.8 （精進特環）投資以外の経費の試算基準及び経営改善に向けた取組み 

費 目 概 要 推計基準 経営改善の取組み 

職員給与費 ― ― ―

需用費 動力費、通信運搬費
令和 2 年度

と同額 

電気料金について、電力自由化に伴い、

安定供給、経済性、信頼性を見極め経費

の節減可能性について検討します。 

委託料 
浄化センターの維持

管理委託等 

平成 23 年度

から平成 29

年度の平均値

を計上 

業務量低減のため、処理場の維持管理・点

検業務に加えて料金徴収等窓口業務の

「包括的民間委託」の導入を検討してい

きます。 

使用料賃借料 浄化センター借地料
令和2年度と

同額 
なし 

5-5．地方債償還計画の試算基準

地方債の新規借入に係る将来償還計画の試算基準は次のとおりです。 

表 5.9 地方債償還計画の試算基準 

地方債の種類 償還方法 償還期間 借 入 利 率 

下水道事業債 元利均等 30 年（5 年据置） 年利 0.6％を採用（R2 借入実績）

流域下水道負担金 元利均等 30 年（5 年据置） 年利 0.6％を採用（R2 借入実績）

資本費平準化債 元利均等 14 年（3 年据置） 年利 0.3％を採用（R2 借入実績）
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第 6 章 財源の考え方 

6-1．必要な財源の確保について 

今後 10 年間に計画している投資の内容は、公共における下水道未整備区域に対す

る普及促進、老朽施設の長寿命化・改築更新工事のほか、山梨県が運営する富士北麓

流域下水道への建設負担金が主なものとなります。また、工事費以外にも建設関連の

委託料や、工事関係業務に従事する職員の給与費等も投資額（建設改良費）に含まれ

ます。 

投資以外の経費としては、維持管理費や過去に発行した地方債の償還に要する資本

費（地方債元利償還費）などがあります。 

上記の各経費に充てる十分な財源を確保する財源計画を策定することが重要です。 

6-2．財源の基本的事項 

財源計画における主要な財源の種類と基本的事項は次のとおりです。

（１） 下水道使用料 

下水道使用者が使用の量（排水量）に応じて負担する、サービス対価としての料

金収入であり、水洗化人口や有収水量（水需要）等の推移に左右されます。公共と

精進特環では使用料算定のベースとなる料金設定に違いがあります。 

（２） 地方債 

投資に必要な資金を主に公的資金の借入によって調達するもので、地方債の一種

である公営企業債という借金です。 

また、上記地方債の償還額に充当するために借り入れる資本費平準化債という地

方債もあります。 

設備投資に係る負担を後年度に平準化することができますが、将来世代が過度に

負担することとならないよう、元利償還金の予定額を考慮した計画的な借入を行う

必要があります。 

（３） 国庫補助金 

国庫補助対象事業については、その事業に要する投資額の一部は国庫補助金（社

会資本整備総合交付金）によって賄われます。 
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（４） 財産区繰入金 

多額な地方債償還金の財源として、各財産区（船津財産区・小立財産区・河口財

産区・勝山財産区・大嵐財産区・大石財産区）からの補助金を繰り入れています。

１桝につき２５年間という期限があるため、繰入総額は現在縮小傾向にあります。 

（５） 一般会計からの繰入金 

一般会計からの繰入金には、毎年度、総務省自治財政局長から通知される「地方

公営企業繰出金について」に定める基準に基づく繰入金（基準内繰入金）とそれ以

外の繰入金（基準外繰入金）があります。 

現在の下水道事業では「分流式下水道等に要する経費」を始めとする様々な財政

措置が講じられており、本町下水道事業も基準内繰入金として多額の資金を繰り入

れていますが、これら繰入金の多くは、適正な使用料を徴収してもなお回収するこ

とが困難な経費に対する措置とされており、公営企業の原則である料金収入による

独立採算に照らせば、本来は使用料で賄うべき経費とも考えられます。 

基準外繰入金は、基準内繰入金を満額繰り入れてなお不足する額に対する補てん

であり、地方公共団体独自の政策判断による繰入金です。 

一般会計の負担軽減のため、また、利用者の負担の公平性担保のため、一般会計

からの繰入金はできる限り縮減しなければなりません。 

公共の平成２８年度における歳出（維持管理費・建設改良費・地方債償還費等）

に対する財源充当（歳入）のイメージを図 6.1 に示します。 

図 6.1 （公共）歳出に対する財源充当イメージ（千円） 

維持管理費等 

257,000 

地方債利子 

117,000 

地方債元金償還金 

497,000 

建設改良費 

241,000 

下水道使用料 

317,000 

他会計補助金 

380,000 

資本費 

平準化債

170,000

地方債 

170,000 

国庫

補助金

44,000

前年度

繰越金

30,000

歳

出

歳

入
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6-3．財源試算の前提条件 

（１） 将来行政人口の見込み 

将来行政人口の見込みは、平成 30 年 3 月に公表された「国立社会保障・人口

問題研究所（以下、社人研とする）による推計人口」及び「第 2 期富士河口湖町

人口ビジョン（以下、人口ビジョンとする）」を比較し決定します。「社人研」で

は、行政人口は今後大きく減少すると予測していますが、過年度の実績を確認す

ると近年は概ね横ばい傾向であり、今後は微減傾向で進んでいくと考えられるこ

とから、人口ビジョンを採用します。 

しかし、令和 2 年度の実績から令和 7 年度の人口ビジョンの数値で大きく人

口が減少してしまう推計となることから、令和 2 年度の実績値と人口ビジョンの

令和 27 年度数値から直線近似とし、その数値を採用します。 

図 6.2 行政人口の比較（実績＋予測） 
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（２） 処理人口の見込み 

過年度の実績を見ると行政人口の実績と処理人口の実績の増減率が同程度で

あることから、今後の予測については行政人口の増減率を採用します。 

図 6.3 処理人口の見通し（人）（実績＋予測）

（３） 水洗化人口の見込み 

富士河口湖町の水洗化率は 91.8％となっており、年々上昇傾向となっていま

す。そのため、過年度の上昇率を採用し、平均増加率 0.4％/年の水洗化率上昇

を見込みます。なお、既整備区域の水洗化人口は、人口増を見込んだ処理人口に

前記水洗化率を乗じて算出します。 

計画期間内に新規整備を行う区域の水洗化人口は、図 6.4 の考え方で増加す

るよう設定します。水洗化人口は、新規の普及により接続率増加が見込まれます

が、行政人口全体が減少傾向に入る予測がされていることから、水洗化人口は将

来的には横ばいで推移する見通しです。 

図 6.4 新規整備に伴う接続率の考え方 
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18,912 19,005 19,098 19,191 19,284 19,376 19,469 19,479 19,490 19,494

0～20m³ 11,267 11,312 11,357 11,402 11,448 11,494 11,540 11,586 11,632 11,679

21m³～100m³ 22,126 22,214 22,303 22,393 22,482 22,572 22,662 22,753 22,844 22,935

101m³～200m³ 1,895 1,863 1,831 1,799 1,767 1,735 1,703 1,671 1,639 1,607

201m³～1,000m³ 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910

1,001m³超 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0～20m³ 91,626 94,322 97,018 99,714 102,410 105,106 107,802 110,498 113,194 115,890

21m³～100m³ 1,126,434 1,154,042 1,181,650 1,209,258 1,236,866 1,264,474 1,292,082 1,319,690 1,347,298 1,374,906

101m³～200m³ 260,895 260,895 260,895 260,895 260,895 260,895 260,895 260,895 260,895 260,895

201m³～1,000m³ 367,371 367,371 367,371 367,371 367,371 367,371 367,371 367,371 367,371 367,371

1,001m³超 1,476,595 1,476,595 1,476,595 1,476,595 1,476,595 1,476,595 1,476,595 1,476,595 1,476,595 1,476,595

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

令和12年度
（2030年）

臨時用

令和13年度
（2031年）

（単位：件）

有
収
水
量

総
検
針
件
数

臨時用

水洗化人口（人）

令和7年
（2025年）

令和8年
（2026年）

令和9年度
（2027年）

令和10年度
（2028年）

令和11年度
（2029年）

項目
令和4年

（2022年）
令和5年

（2023年）
令和6年

（2024年）

図 6.５ （公共）水洗化人口の見通し（人）（実績＋予測） 

（４） 有収水量の見込み 

本町は、観光関連業を中心とした第３次産業が基幹産業となっており、下水道

事業においても、観光入込客数の推移が宿泊施設からの温泉排水量を左右する

など、有収水量に大きな影響を与えます。 

年度により増減の幅が大きい中、家庭が多く占めている 100m³以下の有収水

量の推移は水洗化人口の推移に概ね近似していることから、有収水量推計は基

本的に水洗化人口推計に連動させつつ、今後の利用者の節水意識の向上、節水機

器の普及による水需要の減少を考慮して見通しを立てています。なお、令和 2 年

度に新型コロナウイルスの影響で、観光関連業が大きな打撃を受け有収水量が

大きく減少していますが、回復する見通しとして予測を行っています。 

公共下水道の将来の検針数及び有収水量の予測を表 6.１、図 6.6 に示します。 

表 6.１ （公共）有収水量及び検針数の予測 
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（一般）0～60m³ 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349

（一般）61m³以上 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

（小口）0m³～140m³ 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104

（小口）141m³以上 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

（中口）0m³～240m³ 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

（中口）241m³以上 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

（大口）0m³～660m³ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

（大口）661m³以上 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

（一般）0～60m³ 8,372 8,372 8,372 8,372 8,372 8,372 8,372 8,372 8,372 8,372

（一般）61m³以上 2,633 2,633 2,633 2,633 2,633 2,633 2,633 2,633 2,633 2,633

（小口）0m³～140m³ 6,829 6,829 6,829 6,829 6,829 6,829 6,829 6,829 6,829 6,829

（小口）141m³以上 1,268 1,268 1,268 1,268 1,268 1,268 1,268 1,268 1,268 1,268

（中口）0m³～240m³ 1,178 1,178 1,178 1,178 1,178 1,178 1,178 1,178 1,178 1,178

（中口）241m³以上 546 546 546 546 546 546 546 546 546 546

（大口）0m³～660m³ 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862

（大口）661m³以上 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850

有
収
水
量

(

m
³

)

総
検
針
件
数

(

件

)

令和10年度
（2028年）

令和11年度
（2029年）

令和12年度
（2030年）

令和13年度
（2031年）

項目
令和4年

（2022年）
令和5年

（2023年）
令和6年

（2024年）
令和7年

（2025年）
令和8年

（2026年）
令和9年度
（2027年）

（単位：㎥）

図 6.６ （公共）有収水量及び検針数の予測 

     なお、精進特環については整備が完了していることと、今後は大きな変動がな

いとして令和 2 年度の実績値を見込みます。 

精進特環の将来の検針数及び有収水量の予測を表 6.２、図 6.７に示します。 

表 6.２ （精進特環）有収水量及び検針数の予測 
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有収水量（0-20m³） 有収水量（21-100m³） 有収水量（101-200m³） 有収水量（201-1,000m³）

有収水量（1,001m³超） 検針数（0-20m³） 検針数（21-100m³） 検針数（101-200m³）

検針数（201-1,000m³） 検針数（1,001m³超）
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図 6.７ （精進特環）有収水量及び検針数の予測 
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検針数（大口661m³以上）
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項目 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

基本料金

超過料金

改定回数 1

基本料金

推計パターン ② 超過料金

改定回数 1

基本料金

推計パターン ③ 超過料金

改定回数 1 2

基本料金

推計パターン ④ 超過料金

改定回数 1 2

基本料金

推計パターン ⑤ 超過料金

改定回数 1 2

基本料金

推計パターン ⑥ 超過料金

改定回数 1 2 3

基本料金

推計パターン ⑦ 超過料金

改定回数 1 2 3

基本料金

推計パターン ⑧ 超過料金

改定回数 1 2 3

推計パターン

推計パターン ①

注）経費回収率が100％、90％、80％ごとに各推計パターンで予測しています

50
％
増 50

％
減

50
％
増 50

％
減

50
％
増

50
％
減

50
％
増 50

％
減

50
％
減

6-4．財源試算 

（１） 財源収入 

１）企業債

過度な借入にならないよう、世代間負担の公平性を意識し借入額を決定します。 

企業債計画は、内部留保資金残高を見て適正な借入額及び借入条件を決定し、企

業債残高の減少を目指します。 

２）国庫補助金 

補助対象事業に対し、令和8年度までは現在の社会資本整備総合交付金交付要綱

に基づき、将来の建設改良費に対する交付額を計上します。 

３）他会計補助金 

財政基盤を強化する一方、公営企業の経営は独立採算が原則であり、財政部局と

調整の上、適正な額の繰入に努め抑制を図ります。 

４）下水道使用料収入（公共） 

下水道使用料収入の試算は、実績の段階別有収水量を基に将来の予測を行ってい

ます。投資の状況を考慮し、下水道使用料を改定した複数ケース算出し最適なケー

スを採用します。下水道使用料を改定した際の複数ケースについては、段階的に改

定したケースや基本料金や超過料金の改定の上げ幅等を変更して検討しています。 

改定したパターンの一覧については以下に示します。 

表6.3 下水道使用料金推計パターン一覧 
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R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

下水道使用料 322,382 324,817 327,252 517,607 521,431 525,255 529,080 532,905 536,730 540,555

経費回収率 64.44% 64.22% 64.13% 100.54% 100.39% 100.25% 100.11% 99.98% 99.84% 99.71%
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●経費回収率（100％） 

図6.8(1) 下水道使用料及び経費回収率の推移（推計パターン①） 

基本料金 57％増

超過料金 57％増
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R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

下水道使用料 322,382 324,817 327,252 468,155 471,613 475,072 478,531 481,990 485,450 488,910

経費回収率 64.44% 64.22% 64.13% 90.93% 90.80% 90.67% 90.55% 90.42% 90.30% 90.18%
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図6.8(2) 下水道使用料及び経費回収率の推移（推計パターン①） 

基本料金 42％増

超過料金 42％増
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R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

下水道使用料 322,382 324,817 327,252 415,405 418,474 421,543 424,612 427,682 430,752 433,822

経費回収率 64.44% 64.22% 64.13% 80.68% 80.57% 80.46% 80.34% 80.24% 80.13% 80.02%
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図6.8(3) 下水道使用料及び経費回収率の推移（推計パターン①） 

基本料金 26％増

超過料金 26％増
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R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

下水道使用料 322,382 324,817 327,252 329,687 332,123 334,559 336,995 339,431 540,148 543,998

経費回収率 64.44% 64.22% 64.13% 64.04% 63.94% 63.85% 63.77% 63.68% 100.48% 100.35%
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図6.9(1) 下水道使用料及び経費回収率の推移（推計パターン②） 

基本料金 57％増

超過料金 57％増
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R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

下水道使用料 322,382 324,817 327,252 329,687 332,123 334,559 336,995 339,431 485,450 488,910

経費回収率 64.44% 64.22% 64.13% 64.04% 63.94% 63.85% 63.77% 63.68% 90.30% 90.18%
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図6.9(2) 下水道使用料及び経費回収率の推移（推計パターン②） 

基本料金 42％増

超過料金 42％増
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R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

下水道使用料 322,382 324,817 327,252 329,687 332,123 334,559 336,995 339,431 430,752 433,822

経費回収率 64.44% 64.22% 64.13% 64.04% 63.94% 63.85% 63.77% 63.68% 80.13% 80.02%
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図6.9(3) 下水道使用料及び経費回収率の推移（推計パターン②） 

基本料金 26％増

超過料金 26％増
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R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

下水道使用料 322,382 324,817 327,252 415,405 418,474 421,543 424,612 427,682 542,747 546,615

経費回収率 64.44% 64.22% 64.13% 80.68% 80.57% 80.46% 80.34% 80.24% 100.96% 100.83%
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図6.10(1) 下水道使用料及び経費回収率の推移（推計パターン③） 

基本料金 26％増

超過料金 26％増

基本料金 26％増

超過料金 26％増
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R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

下水道使用料 322,382 324,817 327,252 392,327 395,226 398,124 401,023 403,922 484,117 487,567

経費回収率 64.44% 64.22% 64.13% 76.20% 76.09% 75.99% 75.88% 75.78% 90.05% 89.94%
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図6.10(2) 下水道使用料及び経費回収率の推移（推計パターン③） 

基本料金 19％増

超過料金 19％増

基本料金 19％増

超過料金 19％増



44 

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

下水道使用料 322,382 324,817 327,252 372,546 375,298 378,051 380,803 383,556 436,529 439,641

経費回収率 64.44% 64.22% 64.13% 72.36% 72.26% 72.15% 72.06% 71.96% 81.20% 81.10%
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図6.10(3) 下水道使用料及び経費回収率の推移（推計パターン③） 

基本料金 13％増

超過料金 13％増

基本料金 13％増

超過料金 13％増
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R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

下水道使用料 322,382 324,817 327,252 414,384 417,404 420,425 423,447 426,468 540,775 544,528

経費回収率 64.44% 64.22% 64.13% 80.49% 80.36% 80.24% 80.12% 80.01% 100.59% 100.44%
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図6.11(1) 下水道使用料及び経費回収率の推移（推計パターン④） 

基本料金 39％増

超過料金 23％増

基本料金 39％増

超過料金 23％増
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R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

下水道使用料 322,382 324,817 327,252 394,851 397,741 400,632 403,523 406,414 490,565 493,999

経費回収率 64.44% 64.22% 64.13% 76.69% 76.58% 76.46% 76.35% 76.25% 91.25% 91.12%
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図6.11(2) 下水道使用料及び経費回収率の推移（推計パターン④） 

基本料金 28.5％増

超過料金 18％増 

基本料金 28.5％増

超過料金 18％増 
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R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

下水道使用料 322,382 324,817 327,252 371,525 374,229 376,933 379,638 382,343 434,886 437,894

経費回収率 64.44% 64.22% 64.13% 72.16% 72.05% 71.94% 71.83% 71.73% 80.90% 80.77%
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図6.11(3) 下水道使用料及び経費回収率の推移（推計パターン④） 

基本料金 26％増

超過料金 10％増

基本料金 26％増

超過料金 10％増
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R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

下水道使用料 322,382 324,817 327,252 413,684 416,778 419,872 422,967 426,062 539,791 543,726

経費回収率 64.44% 64.22% 64.13% 80.35% 80.24% 80.14% 80.03% 79.93% 100.41% 100.30%
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図6.12(1) 下水道使用料及び経費回収率の推移（推計パターン⑤） 

基本料金 13％増

超過料金 28％増

基本料金 13％増

超過料金 28％増
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R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

下水道使用料 322,382 324,817 327,252 392,546 395,475 398,405 401,334 404,264 485,625 489,150

経費回収率 64.44% 64.22% 64.13% 76.24% 76.14% 76.04% 75.94% 75.84% 90.34% 90.23%
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図6.12(2) 下水道使用料及び経費回収率の推移（推計パターン⑤） 

基本料金 9.5％増

超過料金 21％増 

基本料金 9.5％増

超過料金 21％増 
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R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

下水道使用料 322,382 324,817 327,252 371,685 374,450 377,216 379,981 382,746 434,993 438,133

経費回収率 64.44% 64.22% 64.13% 72.19% 72.09% 72.00% 71.90% 71.81% 80.92% 80.82%
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図6.12(3) 下水道使用料及び経費回収率の推移（推計パターン⑤） 

基本料金 6.5％増

超過料金 14％増

基本料金 6.5％増

超過料金 14％増 
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R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

下水道使用料 322,382 324,817 382,884 385,733 388,583 457,976 461,311 464,646 547,537 551,440

経費回収率 64.44% 64.22% 75.03% 74.92% 74.81% 87.41% 87.29% 87.17% 101.85% 101.72%
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図6.13(1) 下水道使用料及び経費回収率の推移（推計パターン⑥） 

基本料金 17％増

超過料金 17％増

基本料金 17％増

超過料金 17％増

基本料金 17％増

超過料金 17％増
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R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

下水道使用料 322,382 324,817 369,794 372,546 375,298 427,197 430,307 433,418 493,278 496,793

経費回収率 64.44% 64.22% 72.47% 72.36% 72.26% 81.53% 81.42% 81.31% 91.76% 91.64%
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図6.13(2) 下水道使用料及び経費回収率の推移（推計パターン⑥） 

基本料金 13％増

超過料金 13％増

基本料金 13％増

超過料金 13％増

基本料金 13％増

超過料金 13％増
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R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

下水道使用料 322,382 324,817 353,432 356,062 358,692 390,229 393,070 395,911 430,653 433,723

経費回収率 64.44% 64.22% 69.26% 69.16% 69.06% 74.48% 74.38% 74.28% 80.11% 80.00%
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図6.13(3) 下水道使用料及び経費回収率の推移（推計パターン⑥） 

基本料金 8％増 

超過料金 8％増 

基本料金 8％増 

超過料金 8％増 

基本料金 8％増 

超過料金 8％増 
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R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

下水道使用料 322,382 324,817 378,728 381,474 384,221 451,230 454,341 457,452 541,639 545,180

経費回収率 64.44% 64.22% 74.22% 74.09% 73.97% 86.12% 85.97% 85.82% 100.76% 100.56%
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図6.14(1) 下水道使用料及び経費回収率の推移（推計パターン⑦） 

基本料金 39％増

超過料金 11％増

基本料金 39％増

超過料金 11％増

基本料金 39％増

超過料金 11％増
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R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

下水道使用料 322,382 324,817 367,484 370,168 372,853 423,305 426,272 429,239 489,206 492,493

経費回収率 64.44% 64.22% 72.01% 71.90% 71.79% 80.79% 80.66% 80.53% 91.00% 90.84%
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図6.14(2) 下水道使用料及び経費回収率の推移（推計パターン⑦） 

基本料金 28.5％増

超過料金 9％増 

基本料金 28.5％増

超過料金 9％増 

基本料金 28.5％増

超過料金 9％増 
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R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

下水道使用料 322,382 324,817 352,503 355,070 357,637 390,065 392,779 395,493 433,771 436,651

経費回収率 64.44% 64.22% 69.08% 68.97% 68.86% 74.45% 74.32% 74.20% 80.69% 80.54%

0

60,000

120,000

180,000

240,000

300,000

360,000

420,000

480,000

540,000

600,000

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

下
水
道
使
用
料
（
千
円
）

経
費
回
収
率
（
％
）

●経費回収率（80％） 

図6.14(3) 下水道使用料及び経費回収率の推移（推計パターン⑦） 

基本料金 26％増

超過料金 4％増 

基本料金 26％増

超過料金 4％増 

基本料金 26％増

超過料金 4％増 
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R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

下水道使用料 322,382 324,817 380,673 383,516 386,360 452,848 456,168 459,488 538,615 542,492

経費回収率 64.44% 64.22% 74.60% 74.49% 74.39% 86.43% 86.32% 86.20% 100.19% 100.07%
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図6.15(1) 下水道使用料及び経費回収率の推移（推計パターン⑧） 

基本料金 13％増

超過料金 17％増

基本料金 13％増

超過料金 17％増

基本料金 13％増

超過料金 17％増
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R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

下水道使用料 322,382 324,817 367,859 370,606 373,353 422,856 425,954 429,053 485,972 489,467

経費回収率 64.44% 64.22% 72.09% 71.98% 71.88% 80.71% 80.60% 80.49% 90.40% 90.29%
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図6.15(2) 下水道使用料及び経費回収率の推移（推計パターン⑧） 

基本料金 9.5％増

超過料金 13％増 

基本料金 9.5％増

超過料金 13％増 

基本料金 9.5％増

超過料金 13％増 
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R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

下水道使用料 322,382 324,817 355,322 357,973 360,624 394,485 397,371 400,257 437,832 440,973

経費回収率 64.44% 64.22% 69.63% 69.53% 69.43% 75.29% 75.19% 75.09% 81.44% 81.34%
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図6.15(3) 下水道使用料及び経費回収率の推移（推計パターン⑧） 

基本料金 6.5％増 

超過料金 9％ 

基本料金 6.5％増 

超過料金 9％ 

基本料金 6.5％増 

超過料金 9％ 
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R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

使用料 5,280 5,280 5,280 5,280 5,280 5,280 5,280 5,280 5,280 5,280

経費回収率 54.13% 54.13% 54.13% 54.13% 54.13% 54.13% 54.13% 69.52% 72.59% 104.10%
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５）下水道使用料収入（精進特環） 

    精進特環は、下水道使用料は今後一定であると予測しており、その場合には経費

回収率は地方債償還金の減少に伴い上昇していくと予想されます。 

図6.16 下水道使用料及び経費回収率の推移 

６）下水道使用料収入のまとめ 

富士河口湖町の下水道経営は、令和元年度において公共下水道は経費回収率が

66.38％となっており、健全な状況ではありません。下水道事業が健全な財政運営

を行うためには、下水道使用料を適正な水準に設定し、汚水処理にかかる経費を下

水道使用料で回収していくことが基本的な考え方となります。しかし、下水道使用

料の引き上げは住民負担の増加につながることから、下水道使用料をどの水準に設

定するかを、下水道事業の経営状況や住民の負担割合を考慮しながら、慎重に判断

していく必要があります。 

    本経営戦略では、急激な使用料の増加は住民負担の増加に繋がっていくと考えら

れることから、段階ごとに使用料の引き上げを実施し、基本料金及び超過料金を一

律で引き上げる推計パターン⑥を採用します。なお、経費回収率の目標値について

は、今後も適宜使用料改定を行い経費回収率の向上に努めていく事から90％を目標

値とします。 

なお、精進特環については令和元年度の経費回収率は67.91％となっており低い

水準となっていますが、これは浄化センターの更新工事を行ったためであり、今後

の経費回収率は徐々に上がっていく見通しであることや、現状で使用料が県内の市

町村と比較しても高い値であることから、現状の使用料体系を維持していく予定で

す。 
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第８章 経営戦略の進捗管理 

８-1．モニタリングとローリング 

今後、この計画の実施状況を適宜評価・検証（モニタリング）を行いながら、

計画期間の中間時である 5 年経過時に見直し（ローリング）を行うとともに、こ

の経営戦略と過去 5 年間の実績との乖離が著しい場合、計画の前提となる経営・

財政の条件が大幅に変更となった場合に適宜見直しを行います。また、現段階で

把握できていない詳細項目についても、この計画に基づく事業の実施により計画

の精度を高めていきます。 

８-2．PDCA サイクル 

見直しに当たっては、計画と実績との乖離及びその原因を分析するとともに、

計画の修正点・改善点を反映させて実行する PDCA（「計画策定（Plan）－実施

（Do）－検証（Check）－改善（Act）」）のサイクルを活用します。 

図８.1 PDCA サイクルの概念 

実 施 

検 証 

計画策定 

改 善 

経営戦略 


